
　　　議 会 資 料

陳 情  一 覧 表
（令和７年第２回定例会）

【９月議会】

秋田県議会事務局
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総　　　括　　　表

委 員 会 名 受理・送付件数

総務企画委員会 2

福祉環境委員会 0

教育公安委員会 1

合　　計 3

農林水産委員会 0

産業観光委員会 0

建設委員会 0
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総務企画委員会

受理
番号

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

3 選択的夫婦別姓について
 　 　 　

5

5 公共施設内での労組加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正について
　 　 　 　

8

福祉環境委員会

受理
番号

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし

農林水産委員会

受理
番号

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし

産業観光委員会

受理
番号

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし

建設委員会

受理
番号

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし
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教育公安委員会

受理
番号

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

4
秋田市立小学校の児童引き渡し訓練に関する災害想定の不一致および県教
委の助言体制について

　 11
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総務企画委員会

受理番号 ３ 住所
提
出

受理年月日 R7.6.6 者 氏名

件 名 選択的夫婦別姓について

【陳情事項】

・選択的夫婦別姓制度の導入に反対する。

・現在の夫婦同姓制度を維持し、旧姓の通称使用を拡充することで、必要な柔軟性を確保することを推奨する。

・日本の家族の絆と伝統を守る。

【陳情理由】

選択的夫婦別姓に以下の理由により反対し、旧姓使用拡充の法整備を国に求める。

１．家族の一体感と絆の維持及び子供への影響

要 旨 家族が同じ姓を持つことは、一体感や絆を強める重要な要素である。多くの日本人は家族の一体感を大切にしており、

同姓を希望している上に、産経新聞が独自に実施した小中学生２，０００人を対象とした調査に関し約６割が同姓を希望

していた。また、賛成でも反対でもなくどちらでもという場合においても夫婦同姓を選ぶとしている。子どもが両親と異

なる姓を持つことで、学校生活や社会的な活動において混乱を招くことが懸念される。また、子供のアイデンティティに

影響を与える可能性もある。（２０２５年１月１日産経新聞記事参照）

https://www.sankei.com/article/20250101-QGCTY3PY4JEHLHHXAFDFEVX2LQ/

２．社会的な混乱と行政手続きの複雑化

夫婦別姓が認められると、社会全体における人々の認識やコミュニケーションに混乱を招く可能性がある。例えば、兄

弟間で苗字が異なることにより、学校等のコミュニティ内で興味本位に色々と聞かれたり、からかわれたり、また、行政

関連及び法的な手続きが煩雑になる。姓が異なることで戸籍管理、税務、健康保険、相続など、様々な行政手続きが複雑

になり、社会全体の負担が増大する。海外でも兄弟が苗字が異なるケースは稀な事なのでデータや統計は特に見つからな

いのが現状である。

３．日本の伝統的な家族制度の尊重

日本の家族制度は、伝統や文化の継承にも大きく寄与している。家族を通じて、祭りや行事、食文化などが次世代に伝

えられていく。夫婦同姓はその一部である。選択的夫婦別姓制度は、この長年の伝統と文化を破壊することになる。
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【現 況】

１ 国の見解等

法務省では、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であり、国民の理解のもと進められる

べきとの見解を示している。

第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月25日閣議決定）では、選択的夫婦別姓制度について、「家族形態の変化及び生活様式

の多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴

史も踏まえ、また家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動

向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」としている。

また、旧姓使用の拡大については、同計画では、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むことが明記され、令和元年

の住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書、運転免許証に加え、令和３年からはパスポートへの旧姓併記が認められている。

２ 民法改正に向けた動き

平成８年２月に法務大臣の諮問機関である「法制審議会」が、選択的夫婦別氏制度も含めた民法改正案要綱を答申した。

平成21年には国連女子差別撤廃委員会において、差別的な民法の規定の改正を勧告する内容が示されたが、その後の平成23年５月

の民法改正において、これに関連する内容は盛り込まれなかった。

平成27年12月16日の最高裁大法廷は、夫婦同姓とする民法の規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定

着しているとして合憲との憲法判断を初めて示した。ただし、この判決は選択的夫婦別姓を合理性がないと判断したものではなく、

この種の制度のあり方は「国会で論じ判断すべき」という姿勢を一貫して示しており、令和３年６月23日の最高裁大法廷も同様の判

断をしている。

本年５月30日の衆議院法務委員会に、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党は、それぞれ選択的夫婦別姓に関連する法案を提出

し、同委員会において審議が行われたが、採決には至らず、今後開催予定の臨時国会で継続審査することが決定された。なお、同委

員会で選択的夫婦別姓制度に関する法案の審議が行われたのは、平成９年以来、28年ぶりである。

３ 国の世論調査の結果

内閣府が実施している「家族の法制に関する世論調査」には、選択的夫婦別姓制度の賛否についての設問があり、その結果は次の

とおりである。昭和62年時は、選択的夫婦別姓に対しては、反対の意見が多かったが、その後、徐々に賛成の意見が増加しており、

直近の令和３年時の調査では賛成と反対が拮抗している。
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４ 経済団体の意見

公益社団法人経済同友会は、令和５年３月に、夫婦同姓が女性の職業活動上の不利益など経済社会に影響を及ぼすことや、個人の

尊重と両性の実質的平等、多様な家族形態を認める社会の必要性に鑑み、選択的夫婦別姓制度の導入の早期実現に向けた要望書を国

に提出した。

また、令和５年６月には、一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）は、女性活躍の着実な進展に伴い、旧姓使用による弊害が

生じていることや、現在の夫婦同氏制度が女性に相当程度の改姓による不都合を与える「間接差別」に当たる可能性があるとの指摘

もあることなどを受け、選択的別姓制度の導入などを盛り込んだ提言書を公表した。

備 考
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総務企画委員会

受理番号 ５ 住所
提
出

受理年月日 R7.8.25 者 氏名

件 名 公共施設内での労組加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正について

【陳情事項】

１．自治労、自治労連等の労働組合（職員団体）に加入、職員が負担感や心理的圧力を感じていないか、また加入時に十分

な説明を受けたかを、職員に寄り添って、調査・確認すること。

２．庁舎内において、地方議員から職員への政党機関紙の購読勧誘の有無、また勧誘時に心理的圧力が生じていないかを、

職員に寄り添って、調査・確認すること。

３．上記の調査により、心理的圧力や経済的・精神的負担を感じている職員が確認された場合には、行政として適切な是正

措置を講じること。

要 旨 【陳情理由】

全国各地の自治体において、労働組合（職員団体）への加入・継続や、庁舎内での政党機関紙の購読勧誘行為に対して、

職員が心理的圧力を感じているとの実態が報告されている。

第一に、労働組合（職員団体）への加入について。自治労や自治労連等の労働組合（職員団体）への加入が、職場内にお

ける「空気」や、先輩職員からの無言の働きかけなどにより、「加入して当然」との認識が根付いている例が見受けられ

る。その結果として、個々の職員が自らの信条に基づいて加入・脱退を判断する自由が実質的に尊重されていない、との懸

念がある。

たとえば自治労は全国平均で６３％の高い加入率（２０２３年時点）を維持しており、秋田県庁では２,４４１人が加入し

ているとの調査（厚労省 ２０２３年）がある。加入後は、給与の約２％（平均月額４,０００～６,０００円程度）が毎月組

合費として引き落とされ、２０年在籍すれば約１２０万円にも及ぶ計算となる。これほどの個人負担について、職員が主体

的に加入や脱退を判断できるよう保障されるべきである。

しかしながら現場では、組合の活動や負担金の内容について十分な説明がなされないまま、形式的な同意で加入させられ

るケースが報告されている。加入後は、毎月数千円の組合費の支払いに疑問や負担を感じながらも、「一度入ると抜けにく

い」として継続を余儀なくされているとの声も少なくない。自治体によっては、脱退を申し出たことで職場内での扱いが悪

化するなど、事実上の嫌がらせを受けたとする事例も報告されている。

加えて問題なのは、当該労組が特定政党・政治家への資金的・人的支援を行っているケースである。この場合、公務員で

ある組合員が、自らの信条に反して間接的に政治活動へ協力させられている構造となっており、重大な人権上の問題を内包

している。
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第二に、地方議員による政党機関紙の購読勧誘の問題について。庁舎内で議員が職員に対して政党機関紙の購読を勧誘す

る行為は、「議員からの働きかけは断りづらい」「断れば業務上の不利益を被るのではないか」といった心理的圧力を職員

に与えることが多く、当該職員に精神的・経済的負担を強いている現状がある。

実際、全国３３自治体で調査が実施されたが、平均して５７％の管理職が「心理的圧力を感じた」と回答した。例えば、

令和６年に東京都港区が行った調査では、購読勧誘を受けた管理職の７９％が「心理的圧力を感じた」と答えている。

さらに現在購読中の職員においても「購読をやめたいが、断りにくく続けている」との声がある。山形市調査（令和７

年）では心理的圧力を受けて購読した１９人のうち、１８人が「やめたい」「やめた」「断りづらい」と回答し、「勉強に

なるから続ける」はわずか１人だけだった。「自由意志による購読」という建前とは裏腹に、実際は「意に反した購読」が

庁舎内で放置されているのである。

要 旨 実際に、これらの問題に対応するため、８５もの地方議会において、庁舎内の政党機関紙勧誘・配達・集金に関する実態

調査や自粛を求める陳情や請願が採択された。

特に、日本共産党所属の地方議員による機関紙販売が、庁舎管理規則に反して行われている点は、全国の自治体調査や議

会質疑でたびたび指摘されている。加えて、職員が支払う購読費が特定政党の政治活動資金に使われている実態は、上記の

労組問題と本質的に共通する課題である。

このような状況を放置することは、職員のメンタルヘルスや働く意欲を低減させ、さらに行政の健全性・中立性を損なう

危険性がある。令和２年６月にパワハラ防止法（改正労働施策総合推進法）が施行され、地方公務員が保護の対象となって

いる。現在、全国１２１自治体でハラスメント防止条例が制定されており、貴自治体においても的確な対応が求められる。

本陳情は、行政職員が個人として政治的信条を尊重され、また業務上「不当な心理的圧力」から保護されるよう求めるも

のである。同時に、住民に対しては庁舎の政治的中立性を保障するという、極めて建設的な提案であると確信している。

まずは、実態把握に向けた調査の実施と、必要に応じた是正措置の検討を、貴自治体にお願いする。
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【現 況】

○ 「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいい（地方公務員法第

５２条第１項）、職員団体の結成や加入は任意とされている（同条第３項）。

※ 秋田県人事委員会への登録団体数 ２４団体（県関係３団体、委託団体関係（市町村等）２１団体）

県関係 秋田県職員労働組合、秋田県教職員組合、秋田県高等学校教職員組合

○ 秋田県職員の職員団体加入者数は公表されていない。

○ これまで、職員団体への加入の働きかけや、地方議員による政党機関紙の購買・勧誘に関するハラスメント相談は受けたことがな

い。

○ 政党機関紙の庁舎内での購買・勧誘等の行為は、把握していない。

なお、庁舎内での不特定多数に対する物販・勧誘行為は禁止されている。

備 考
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教育公安委員会

受理番号 ４ 住所
提
出

受理年月日 R7.7.13 者 氏名

件 名 秋田市立小学校の児童引き渡し訓練に関する災害想定の不一致および県教委の助言体制について

【陳情事項】

１．秋田県教育委員会に対し、秋田市教育委員会における児童引き渡し訓練の災害想定・安全手順の整合性について、実態

を把握し必要な指導・助言を行うよう、県議会として所管委員会等において確認・検討を行うこと。

２．県教育委員会が市教育委員会の安全管理体制や訓練内容に関して、地方教育行政法第４８条および学校保健安全法第

３０条に基づく助言・援助を適切に果たしているかを、議会として確認すること。

【陳情理由】

（※本件については、すでに秋田市議会にも同旨の陳情書を提出済みであり、市議会教育産業委員会での審査が予定され

要 旨 ている。そのうえで、県教育委員会の助言責務についても県議会としてご確認いただきたく、本陳情を行うものである。）

秋田市立上北手小学校において実施された「児童引き渡し訓練」に関し、保護者に対しては「震度５弱以上の地震を想

定」と説明されていたにもかかわらず、実際に児童には「洪水・浸水・土砂災害」を想定した避難訓練が行われるなど、想

定災害に大きな不一致が見られた。

さらに、洪水を想定するにもかかわらず、保護者の迎えを「グラウンド」で行うという手順が設定されており、実際の災

害時には徒歩での来校すら危険となる状況下での訓練内容は、安全配慮義務を懈怠した不適切なものと考える。実際、教頭

とのやりとりの中で「天候によりグラウンドは閉鎖」とする方針も示されており、整合性がない。こうした不備のある訓練

が繰り返されることにより、実災害時において保護者が誤った判断を下すリスクが生じ、「訓練によるミスリード」が発生

する可能性が極めて高いと懸念している。

また、秋田市教育委員会は「学校独自の訓練である」として責任を学校側に転嫁しており、設置者としての監督・是正責

任を放棄していると受け取れる対応をしている。

県教育委員会がこれらの点について指導・助言を行っていない場合、地方教育行政法第４８条および学校保健安全法第

３０条に基づく責務が果たされていないこととなる。

以上の理由により、貴議会において、秋田県教育委員会の指導体制および災害対応訓練の妥当性についてご確認・ご審議

を賜るよう、陳情する。
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【現 況】

■学校安全学校訪問

・平成２４年度から毎年、全校種の公立園・学校を対象にした学校安全学校訪問を実施している。年間５０校程度を目標に訪問し、管

理職等から避難訓練などの実施状況を聞き取り、取組内容や関係機関等との連携状況について、直接、指導助言を行っている。

【令和５年度実績】 幼１園 小２０校 中１４校 高５校 特支２校 合計４２校

【令和６年度実績】 幼１園 小２０校 中１５校 義務１校 高５校 特支４校 合計４７校

■災害安全指導者研修会

・平成２４年度から学校安全の中核を担う教職員や市町村教育委員会担当者等を対象に災害安全に特化した災害安全指導者研修会を実

施している。研修では大学教授等の有識者による講演の他、避難所運営等の演習も実施している。

【令和５年度実績】 講 演 ① 「教育課程に基づいた実践的な防災訓練のあり方」 慶應義塾大学 准教授 大木 聖子 氏

講 演 ② 「防災気象情報の入手とその利活用」 秋田地方気象台 次長 中村 修二 氏

実践発表 令和４年度地域連携安全・安心推進事業 拠点校 中核教員

解 説 等 「より実践的な防災訓練等の取組について」 保健体育課指導主事

参 加 者 小３４名 中２０名 高５１名 特支１４名 教委等１名 合計１２０名

【令和６年度実績】 講 演 「『生きる力』をはぐくむ学校安全の推進」 文部科学省 安全教育調査官 木下 史子 氏

演 習 「避難所運営の第一歩～発災後の初期対応を体感する～」 防災士 斉藤 亜希 氏

実践発表 令和５年度地域連携安全・安心推進事業 拠点校 中核教員２名

解 説 等 「学校安全計画と危機管理マニュアルの見直しについて」 保健体育課指導主事

参 加 者 幼保２名 小２９名 中１６名 高５１名 特支１４名 教委等２名 合計１１４名

■安全管理指導者研修会

・平成２６年度から全校種の管理職や市町村教育委員会担当者等を対象に安全管理に特化した安全管理指導者研修を実施している。研

修では文部科学省の学校安全調査官等の有識者による講演の他、学校や地域の災害リスクに対応した避難訓練の実施や学校安全計画

と危機管理マニュアル見直しの重要性等について周知を図っている。

【令和５年度実績】 講 演 「学校における危機管理」 文部科学省 安全教育調査官 木下 史子 氏

解 説 「学校における安全管理について」 保健体育課指導主事

参 加 者 幼保１名 小１３２名 中８２名 義務４名 高５２名 特支１４名 教委等６名 合計２９１名

【令和６年度実績】 講 演 「災害を想定した学校における危機管理について」 岩手県立図書館 館長 森本 晋也 氏

解 説 「学校安全に関する取組の推進について」 保健体育課指導主事

参 加 者 幼保１２名 小１３１名 中８１名 義務３名 高５２名 特支１４名 教委等２名 合計２９５名

■今後の対応

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び学校保健安全法に基づき、今後も学校安全学校訪問や各種研修会を通じて、各学校に

対して実践的・実効的な訓練の実施について指導助言するとともに、中央防災会議が決定している「総合防災訓練大綱」の趣旨に沿

った訓練の実施について、市町村教育委員会に引き続き周知していく。

備 考 令和７年７月１４日付け教保－５３２「令和７年度総合防災訓練大綱について」で趣旨に沿った訓練の実施について依頼済み。
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